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就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所に対する生産活動の再起に係る経費を補助します 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、生産活動収入が減少している就労継

続支援Ａ・Ｂ型事業所に対し、補助金を支給します。 

 本事業は、令和２年度６月補正予算の成立をもって実施するものです。 

 

１ 事業概要 

  生産活動収入が相当程度減少している就労継続支援Ａ・Ｂ型事業所に対し、その

再起に向けて必要となる費用等について、５０万円を上限に補助金を支給するもの

です。 

 

２ 補助対象期間 

  令和２年４～９月（予定） 

 

３ 対象として想定される生産活動の再起に要する費用の例 

 ・生産活動収入の減収下においても生産活動を存続させるために必要となる固定経

費等の支出に要する費用 

 ・生産活動の再稼働等に係る設備整備のメンテナンス等に要する費用 

 ・通信販売、宅配、ホームページ製作等新たな販路拡大等に要する費用 

 ・新たな生産活動への転換等に要する費用 

 ・在庫調整等に要する費用や風評被害への対応等に係る広報活動に要する費用 等 

※ 他の経営支援施策を受けている場合は除く。 
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